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国民健康保険に加入している皆さんへ

　平成19年４月からの保険証を、３月末日ま

でに郵送しますので、保険証が届きましたら

記載内容を確認してください。

　４月１日（日）からは、新しい保険証を医療

機関の窓口に提出してください。

　なお、現在の保険証の有効期限は３月31日

（土）ですので、４月１日以降は自分で処分す

るか、国保年金課、各支所･出張所または各地

区公民館に返してください。
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次のような方は、手続きが必要です！
修学のため家族と離れて生活している方

保険証の交付を受ける学生の方は、在学証明書とはんこを持参して市役所

　国保年金課で申請してください。（支所・出張所では受付できません）

職場の健康保険などに加入している方

　すでに社会保険などに加入している方は、国保脱退の手続きが必要です。

　現在の健康保険証と国民健康保険証、はんこを持参して申請してください。

外国籍の方

　在留資格期限の更新をしていない外国籍の方は、国民健康保険の加入資格

　を失いますのでご注意ください。

問 国保年金課（内線2296、2355）

高額療養費の制度が変わります
　入院時の負担が自己負担限度額まで！

　現在、入院して医療機関に支払った１か月の医療費（保険診療分）

が自己負担限度額を超えたとき、申請すると限度額を超えた分が

高額療養費として後日戻ります。平成19年４月からは、医療機関

に「限度額認定証」を提示することにより、自己負担が限度額まで

となります。｢限度額認定証」は、あらかじめ申請が必要です。国

保年金課で手続きしてください。なお、国民健康保険税を完納して

いる世帯が対象になります。

所得の申告が必要です
　平成19年度の国民健康保険税の所

得割額は、平成18年中（１～12月）の

総所得額が基準になります。国民健

康保険税の納税義務者、および加入

者は申告が必要です。

　ただし、次の方は申告の必要はあ

りません。

所得税の確定申告や、市・県民税

　の申告をした方

給与支払報告書などが、職場から

　市役所に

　提出され

　ている方

国民健康保険の未納がある方は、市役所で更新してください！

　国民健康保険加入の皆さんの医療費は年々増加し、国保財政は非常に厳し

い状況です。市では、国民健康保険税の公平な負担をお願いするため、未納

がある方には、納税の相談をした後で、新しい保険証を交付しています。未

納がある方は分割納付もできますので、必ず納税相談をしてください。

　なお、特別な事情がないのに国民健康保険税を未納のままにしておくと、

状況に応じた措置をとることになりますのでご注意ください。

問 納税課（内線2333、2348）

問 国保年金課（問
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